
仙台市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則実施要領 

（平成１３年３月３０日 都市整備局長決裁） 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、仙台市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則（平１３年市

規則第５７号。以下「細則」という。）の実施に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（細則に定める書類の様式） 

第２条 細則第３条第３項に定める増改築等調書は別記様式第１号による。 

２ 細則第６条第１項に定める特定既存耐震不適格建築物耐震改修等状況報告要求書は別 

記第２号による。 

３ 細則第６条第２項に定める特定既存耐震不適格建築物耐震改修等状況報告書は別記第 

３号による。 

４ 細則第６条第３項に定める特定既存耐震不適格建築物耐震診断等指示書は、別記様式 

第４号による。 

５ 細則第６条第４項に定める特定既存耐震不適格建築物耐震事項報告要求書は、別記様 

式第５号による。 

６ 細則第６条第５項に定める特定既存耐震不適格建築物耐震事項報告書は、別記様式第 

６号による。 

７ 細則第８条第１項に定める認定事業者変更届は、別記様式第７号による。 

８ 細則第８条第２項に定める認定事業者変更確認書は、別記様式第８号による。 

９ 細則第９条第１項に定める建築主事意見通知書は、別記様式第 9号又は別記様式第 10 

号による。 

１０ 細則第９条第２項に定める計画の認定審査通知書は、別記様式第１１号による。 

１１ 細則第１０条第１項、細則第１６条第１項又は細則第１９条第１項に定める認定不 

適合通知書は、別記様式第１２号による。 

１２ 細則第１０条第２項、細則第１６条第２項又は細則第１９条第２項定める認定不能 

通知書は、別記様式第１３号による。 

１３ 細則第１１条第１項の規定に定める変更認定申請書は、別記様式第１４号による。 

１４ 細則第１１条第２項の規定に定める変更認定通知書は、別記様式第１５号による。 

１５ 細則第１２条第１項、細則第１７条第１項又は細則第２０条第１項の規定に定める 

認定申請取下申出書は、別記様式第１６号による。 

１６ 細則第１２条第２項、細則第１７条第２項又は細則第２０条第２項の規定に定める 

認定取消申出書は、別記様式第１７号とする。 

１７ 細則第１２条第３項、細則第１７条第３項又は細則第２０条第３項の規定に定める 

認定取消通知書は、別記様式第１８号とする。 



１８ 細則第１３条第１項に定める耐震改修工事状況報告要求書及び耐震改修工事完了報 

告要求書は、それぞれ別記様式第１９号及び別記様式第２０号とする。 

１９ 細則第１３条第２項に定める耐震改修工事状況報告書及び耐震改修工事完了報告書 

は、それぞれ別記様式第２１号及び別記様式第２２号による。 

２１ 細則第１４条に定める改善命令書は、別記様式第２３号による。 

２１ 細則第１５条に定める計画認定取消通知書は、別記様式第２４号による。 

２２ 細則第１８条第１項に定める基準適合認定建築物耐震事項報告要求書は、別記様式 

第２５号による。 

２３ 細則第１８条第２項に定める基準適合認定建築物耐震事項報告書は、別記様式第２ 

６号による。 

２４ 細則第２１条第１項に定める要耐震改修認定建築物耐震改修等状況報告要求書は、 

別記様式第２７号による。 

２５ 細則第２１条第２項に定める要耐震改修認定建築物耐震改修等状況報告書は、別記 

様式第２８号による。 

２６ 細則第２１条第３項に定める要耐震改修認定建築物耐震事項指示書は、別記様式第 

２９号による。 

２７ 細則第２１条第４項に定める要耐震改修認定建築物耐震事項報告要求書は、別記様 

式第３０号による。 

２８ 細則第２１条第５項に定める要耐震改修認定建築物耐震事項報告書は、別記様式第 

３１号による。 

 

（添付図書の縮尺等） 

第３条 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則（平成７年建設省令第 28号。以下 

「省令」という。）第２８条及び細則第７条の図書のうち、次の各号に掲げる図書の縮尺 

は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

（１） 付近見取図 任意 

（２） 配置図 １／１００から１／１０００ 

（３） 各階平面図 １／５０から１／４００ 

（４） 基礎伏図 １／５０から１／４００ 

（５） 各階床伏図 １／５０から１／４００ 

（６） 小屋伏図 １／５０から１／４００ 

（７） 構造詳細図 １／１０から１／１００ 

２ 省令第２８条及び細則第 7 条の図書は、日本工業規格Ａ４の大きさに折り畳むものと

する。 

 

（市長が別に定める機関） 



第４条 細則第５条の市長が別に定める機関とは、次の各号のいずれかに該当する機関を

いう。 

（１） 既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会に登録されている耐震 

判定委員会 

（２） 前号の機関と同等であると市長が認める機関 

２ 前項第２号で市長が認める機関とは、次の各号を満たす機関をいう。 

（１） 耐震性能の評価（以下「評価」という。）の業務について、その業務遂行における 

知識及び経験を有する機関であること 

（２） 評価の公平性を期するため、外部の学識経験者及び外部の実務経験者等の占める 

構成比が過半であること 

（３） 評価に関する事務取扱いについて、自らの責務において処理できる機関であるこ 

 と 

 

（表示等） 

第５条 建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律第１２３号）第２２条第３

項に基づき省令第３５条第２項の表示を行った者は、表示完了報告書を市長に提出する

ものとする。 

２ 前項の表示完了報告書は、別記様式第３２号による。 

 

附則 

（施行期日） 

１ この要領は、平成１３年３月３０日から実施する。 

（仙台市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行要領の廃止） 

２ 仙台市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行要領（平成８年４月１日都市整備局 

長決裁）は廃止する。 

 

附則（平成２６年５月９日改正） 

（施行期日） 

この改正は、平成２６年５月９日から実施する。 


